
 

仕 様 書  

 本仕様書は、生駒市（以下「市」という。）所有の生駒市庁舎で使用する都市ガスに

ついて、ガス供給者（以下「供給者」という。）が供給する都市ガスに適用する。 

 

１ 概  要 

（１） 件 名    生駒市庁舎に係るガス需給（長期継続契約） 

（２） 供 給 場 所    奈良県生駒市東新町 8番 38号 

（３） ガスの種類    都市ガス１３Ａ  

（４） 供給熱量     一般ガス導管事業者が定める小売託送供給約款による 

（５） 契約内容     別紙１のとおり 

（６） 予定使用量    予定ガス総使用量 ９２，１００㎥              

             月別予定ガス使用量については別紙２のとおり 

   ＊使用量は料金算出のためのデーターであり、使用量を保証するものではない。 

（７） 保安責任分界点  区分バルブからガス機器廻りの保安責任はガス小売り事

業者がこれを負う 

 （８） 供給圧力     低圧 

 （９） 対象メーター   ２５号×１、１２０号×１ 

 （１０）予定年間取引量（予定年間使用量の７０％以上） ６４，４７０㎥ 

 

２ 供給期間 

  令和７年１２月の定例検針日の翌日から令和８年１２月の定例検針日まで 

 

３ 検針日及び計量 

  計量は、毎月１回、一般ガス導管事業者が定める検針日に、一般ガス導管事業者が

設置した計量機により検針を行うものとする。 

 

４ 保安 

 （１）供給者は、ガス事業法の定めるところによりガス消費機器について保安責任を

負うものとする。 

 （２）保安責任分界点は、ガス工作物の末端のバルブとする。 

 

５ ガス料金の算定 

（１）料金制度は、基本料金、流量基本料金、従量料金に基づく三部料金制度など、

供給者が設定することができる。 



（２）入札における単位料金は、全日本通関統計の令和７年１月から令和７年３月の

公表値の平均原料価格（ＬＮＧ９５，２１７円／ｔ、ＬＰＧ９７，４２４円／ｔ）

を用いて算出し、その算出方法を提示するものとする。なお、石油石炭税等租税

課金はＬＮＧ１，８６０円／ｔ、ＬＰＧ１，８６０円／ｔを用いて算出するもの

とする。 

（３）単位料金は、令和７年４月１日時点で実施される託送供給料金を用いて算出す

るものとする。 

（４）単位料金は、供給者の原料費調整制度に準じ、調整を行うものとする。 

（５）単位および端数処理について、使用量単位を立方メートル単位の整数とし、料

金その他の計算における合計金額の単位は１円として端数は切り捨てる。 

 

６ 支払方法 

供給者は、算定された当該月分の料金を適法な請求書で速やかに市に請求し、市は

供給者が定める供給条件等の規定に基づきその代金を支払うものとする。 

 

７ その他 

本仕様書に定めのない事項については、供給者の定める約款等の規定に準ずるもの

とし、それ以外の事項は、市及び供給者両者において協議する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙１ 

 生駒市庁舎におけるガスメーター一覧 

        

 

施設名 住所 用途 供給地特定番号 号数 

生駒市役所 生駒市東新町８番３８号 一般 00212800071099906 ２５号 

生駒市役所 生駒市東新町８番３８号 空調 00212200071059804 １２０号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２ 

  使用ガス量 

        （月別ガス使用量）  

使用月 使用量（㎥） 備  考 

４月 ３，７００ 過去実績より推計 

５月 ５００ 過去実績より推計 

６月 ２，８００ 過去実績より推計 

７月 ９，１００ 過去実績より推計 

８月 １２，５００ 過去実績より推計 

９月 ９，３００ 過去実績より推計 

１０月 ３，２００ 過去実績より推計 

１１月 １，９００ 過去実績より推計 

１２月 ９，６００ 過去実績より推計 

１月 １３，５００ 過去実績より推計 

２月 １３，７００ 過去実績より推計 

３月 １２，３００ 過去実績より推計 

合  計 ９２，１００  

       

 

 

  

 


